
多
額
の
費
用
が
掛
か
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
日
ご
ろ
か
ら
、
正
し
い
使
用

と
点
検
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
下
水
道
課︵
☎
20
︲

1
5
5
3
︶へ
。

　

12
月
10
日（
水
）〜
31
日（
水
）、
県
下

一
斉
に「
広
げ
よ
う　

ど
う
ぞ
の
気
持

ち
と　

車
間
距
離
」「
そ
の
お
酒　

飲
ま

せ
た
あ
な
た
も　

共
犯
者
」を
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
、
冬
の
交
通
安
全
運
動
が
行
わ

れ
ま
す
。

　

今
回
の
重
点
目
標
は
次
の
4
つ
で
す
。

◦
飲
酒
運
転
の
根
絶

◦
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

◦
す
べ
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着

用
の
徹
底

◦
自
転
車
乗
車
中
の
交
通
事
故
防
止

　

も
う
一
度
、
交
通
安
全
の
原
点
に
立

ち
返
り
、
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
お
互

い
に
譲
り
合
い
の
心
を
持
つ
こ
と
が
大

切
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課︵
☎
20
︲

1
5
2
7
︶へ
。

こ
ん
な
と
き
は

手
続
き
を

戸
籍
の
届
け
出

　

戸
籍
は
、
日
本
人
の
出
生
か
ら
死
亡

ま
で
の
身
分
関
係
を
登
録
し
公
証
す
る

も
の
で
す
。

　

子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き
、
結
婚
・

離
婚
す
る
と
き
、
家
族
が
亡
く
な
っ
た

と
き
な
ど
は
、
市
民
課
、
下
総
・
大
栄

支
所
市
民
福
祉
課
へ
、
表
の
通
り
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い（
遠
山
・
赤
坂
分

室
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
）。
届

け
出
か
ら
戸
籍
が
で
き
る
ま
で
に
は
、

1
週
間
程
度
か
か
り
ま
す
。

　

届
け
出
を
す
る
と
き
は
、
次
の
こ
と

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
出
生
届
…
子
ど
も
の
名
に
用
い
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
常
用
漢
字
・

人
名
用
漢
字
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ

カ
ナ
で
す

◦
死
亡
届
…
使
用
す
る
火
葬
場
を
決
め

て
か
ら
届
け
出
て
く
だ
さ
い

◦
婚
姻
届
…
届
書
に
証
人
2
人（
成
人

な
ら
ど
な
た
で
も
）の
署
名
・
押
印

が
必
要
で
す
。
未
成
年
者
が
婚
姻

す
る
と
き
は
、
父
母
の
同
意
書
が

必
要
で
す

◦
離
婚
届
…
協
議
離
婚
の
と
き
は
、
届

書
に
証
人
2
人（
成
人
な
ら
ど
な
た

で
も
）の
署
名
・
押
印
が
必
要
で
す
。

離
婚
後
も
婚
姻
中
の
氏
を
称
す
る

と
き
は
、
離
婚
後
3
カ
月
以
内
に

「
離
婚
の
際
に
称
し
て
い
た
氏
を
称

す
る
届
」の
届
け
出
が
必
要
で
す

本
人
確
認

　

婚
姻
届
・
離
婚
届
・
養
子
縁
組
届
・

養
子
離
縁
届
・
認
知
届
の
際
に
は
、
届

け
出
に
来
た
人
の
本
人
確
認
を
し
ま

す
。
運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど

の
提
示
が
必
要
で
す
が
、
な
い
場
合
に

は
、
届
け
出
を
受
理
し
た
後
、
本
人
宛

に
届
け
出
が
あ
っ
た
旨
を
通
知
し
ま
す
。

休
日
な
ど
の
届
け
出

　

閉
庁
日
な
ど
取
り
扱
い
時
間
外
の
戸

籍
届
け
出
は
、
守
衛
室
で
預
か
り
、
翌

開
庁
日
に
市
民
課
で
審
査
後
、
受
理
と

な
り
ま
す
。
受
理
月
日
は
守
衛
室
で
預

か
っ
た
日
と
な
り
ま
す
。
記
載
間
違
い

や
内
容
に
不
備
が
あ
っ
た
場
合
は
、
再

度
お
越
し
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※ 

戸
籍
に
関
す
る
届
け
出
に
は
、
こ
の

ほ
か
に
転
籍
届
、
入
籍
届
、
認
知
届
、

帰
化
届
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
く
わ

し
く
は
市
民
課︵
☎
20
︲
1
5
2
5
︶

へ
。

　

下
水
道
は
、
自
然
や
人
々
の
生
活
環

境
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
公
共
の
財
産

で
す
。
排
水
設
備
に
野
菜
く
ず
、残
飯
、

て
ん
ぷ
ら
油
、
合
成
洗
剤
、
ア
ル
コ
ー

ル
、
ガ
ソ
リ
ン
、
雨
水
、
水
に
溶
け
な

い
紙
、
紙
お
む
つ
、
た
ば
こ
、
ガ
ム
、

ビ
ニ
ー
ル
な
ど
を
流
し
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
詰
ま
っ
て
修
理
を
依
頼
す
る
と
、

日
ご
ろ
か
ら

正
し
い
使
用
と
点
検
を

下
水
道

届け出 届出期間 届出人 届出場所 必要なもの

出生届 生まれた日から
14日以内 父・母

出生地、子の本
籍地または届出
人の所在地の市
町村役場

医師または助
産師の出生証
明 書、 母 子 健
康 手 帳、 印 鑑

（届出人）

死亡届
死 亡 の 事 実 を
知った日から７
日以内

親族、同居者、
家主・地主・
家屋管理人・
土地管理人・
後見人・保佐
人・補助人・
任意後見人

死亡地、死亡者
の本籍地または
届出人の所在地
の市町村役場

医師の死亡診断
書または死体検
案書、印鑑(届出
人）

婚姻届
届け出をしたと
きから効力があ
ります

夫・妻となる
人

夫・妻の本籍地
または所在地の
市町村役場

戸籍謄本１通ず
つ、印鑑（夫、妻
各１本、一方は
旧姓）

離
婚
届

協議
離婚

届け出をしたと
きから効力があ
ります

夫と妻
夫妻の本籍地ま
たは所在地の市
町村役場

戸籍謄本１通、
印鑑（夫、妻各
１本）

裁判
離婚

調停成立または
審判・判決確定
の日から10日
以内

申立人

夫妻の本籍地ま
たは届出人の所
在地の市町村役
場

戸籍謄本１通、
調停調書の謄
本または審判・
判決書の謄本
と確定証明書、
印鑑（届出人）

ル
ー
ル
を
守
っ
て

事
故
防
止

冬
の
交
通
安
全
運
動

戸籍の届け出
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に
預
か
っ
て
も
ら
う

◦
ワ
ン
ド
ア
ツ
ー
ロ
ッ
ク
を
心
掛
け
、

窓
に
は
補
助
錠
や
防
犯
フ
ィ
ル
ム

な
ど
を
施
す

※
く
わ
し
く
は
成
田
警
察
署︵
☎
27
︲

0
1
1
0
︶へ
。

　

12
月
7
日（
日
）を
基
準
日
と
し
て
、

市
内
各
地
域
で「
ポ
イ
捨
て
を
な
く
し
、

私
た
ち
の
ま
ち
を
私
た
ち
の
手
で
美
し

く
」を
合
言
葉
に
、
区
や
自
治
会
な
ど

の
協
力
に
よ
り
、
環
境
美
化
運
動
が
実

施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
運
動
で
は
、
各
地
域
の
道
路
や

公
園
な
ど
に
投
げ
捨
て
ら
れ
た
瓶
・
缶

な
ど
の
収
集
や
、
散
乱
ご
み
の
収
集
、

草
刈
り
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

快
適
で
住
み
よ
い
環
境
づ
く
り
に
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課︵
☎

20
︲
1
5
3
0
︶へ
。

　

市
で
は
、
飲
料
用
と
し
て
使
用
し
て

い
る
井
戸
水
か
ら「
硝
酸
性
窒
素
お
よ

び
亜
硝
酸
性
窒
素
」、「
ヒ
素
」、「
ト
リ
ク

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」ま
た
は「
テ
ト
ラ
ク
ロ

ロ
エ
チ
レ
ン
」が
表
の
基
準
値
を
超
え

て
検
出
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
ら
を
除
去

す
る
た
め
の
浄
水
器
を
設
置
す
る
世
帯

に
対
し
、補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

補
助
金
額
は
15
万
円
を
限
度
に
、
浄

水
器
の
購
入
・
設
置
費
の
2
分
の
1
で

す
。
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
に
は
、

浄
水
器
の
購
入
・
設
置
前
に
、
申
請
書

の
提
出
な
ど
の
手
続
き
と
、
そ
の
審
査

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
対
象
物
質
を
除
去
で
き
る
浄

水
器
は
、
逆
浸
透
膜
方
式
な
ど
で
す
。

上
水
道
が
整
備
さ
れ
て
い
る
地
区
の
人

は
、
補
助
金
の
交
付
は
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課︵
☎
20
︲

1
5
3
2
︶へ
。

　

千
葉
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、
犯
罪
や
交
通
事
故
の
被
害
者
や
家

族
、
遺
族
の
精
神
的
な
負
担
な
ど
を
軽

減
す
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を
無

料
で
行
っ
て
い
ま
す
。同
セ
ン
タ
ー
は
、

県
公
安
委
員
会
の
指
定
を
受
け
た
犯
罪

被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
で
す
。

業
務
内
容
＝
相
談
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
、
裁
判
所
な
ど
へ
の
付
き
添
い

な
ど

※
く
わ
し
く
は
千
葉
犯
罪
被
害
者
支
援

セ
ン
タ
ー︵
☎
0
4
3
︲
2
2
1
︲

3
0
1
0
、
祝
日
・
年
末
年
始
を

除
く
月
～
金
曜
日 

午
前
10
時
～
午

後
4
時
、
U
R
L　

http://w
w
w
.

chibacvs.gr.jp

︶へ
。

　

災
害
が
発
生
し
た
場
合
や
発
生
の
恐

れ
が
生
じ
た
場
合
の
避
難
に
関
す
る
情

報
な
ど
の
ほ
か
、
緊
急
を
要
す
る
市

民
生
活
に
密
着
し
た
行
政
情
報
に
つ
い

て
、防
災
無
線
で
放
送
を
し
て
い
ま
す
。

防
災
無
線
の
放
送
が
聞
き
取
れ
な
か
っ

た
り
聞
き
逃
し
た
場
合
に
は
、
防
災
無

線
テ
レ
ホ
ン
ガ
イ
ド
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

電
話
番
号
＝
0
1
2
0
‐
38
‐
3
8
9 

8
※
く
わ
し
く
は
危
機
管
理
課︵
☎
20
︲

1
5
2
3
︶へ
。

　

警
察
で
は
、
12
月
10
日（
水
）〜
1
月

3
日（
土
）に
年
末
年
始
特
別
警
戒
取
り

締
ま
り
を
実
施
し
ま
す
。
期
間
中
、
パ

ト
ロ
ー
ル
や
交
通
取
り
締
ま
り
な
ど
を

強
化
し
ま
す
。
楽
し
い
年
末
年
始
を
過

ご
す
た
め
、
犯
罪
被
害
に
遭
わ
な
い
よ

う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

ひ
っ
た
く
り
対
策

◦
バ
ッ
グ
は
車
道
と
反
対
側
に
持
つ

◦
自
転
車
の
か
ご
に
は
防
犯
ネ
ッ
ト
を

取
り
付
け
る

◦
銀
行
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
か
ら
財
布
を

し
ま
い
な
が
ら
出
る
な
ど
、
人
前

で
財
布
を
見
せ
る
こ
と
は
避
け
る

空
き
巣
対
策

◦
長
期
間
留
守
に
す
る
と
き
は
新
聞
配

達
を
止
め
、
郵
便
物
は
近
所
の
人

聞
き
取
れ
な
か
っ
た
場
合
は

テ
レ
ホ
ン
ガ
イ
ド
を

防
災
無
線

特
別
警
戒
取
り
締
ま
り
を

実
施
し
ま
す

年
末
年
始

浄
水
器
設
置
費
に

補
助
金
を
交
付

飲
料
用
井
戸
水

硝酸性窒素およ
び亜硝酸性窒素

10mg/ℓ以下

ヒ素 0.01mg/ℓ以下

トリクロロエチ
レン

0.03mg/ℓ以下

テトラクロロエ
チレン

0.01mg/ℓ以下

美
し
い
ま
ち
を

わ
た
し
た
ち
の
手
で

第
98
回
環
境
美
化
運
動

被
害
か
ら
の
立
ち
直
り
を

サ
ポ
ー
ト

千
葉
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

対象物質と基準値

（11月1日～15日）

市 長 日 誌

1日 公民館まつり
2日  2008成田POPラン大会

 成田市書道協会展授賞式
3日  市民ペタンク大会

 国際こども絵画交流展表彰式
4日  印旛郡市広域市町村圏事務組合議

会定例会
5日  首都圏中央連絡自動車道駅頭キャ

ンペーン
 成田国際空港都市づくり推進会議
 成田空港に関する4者協議会
 千葉県市長会定例会
6日  コミュニティバス等交通会議
7日  老人クラブ連合会軽スポーツ大会
8日  琴平神社菊花大会表彰式
9日  市民文化祭ソフトボール大会

 市民体育大会空手道競技の部
 大栄ふるさと文化まつり
  宗吾霊堂「紫陽花まつり」写真コン

テスト表彰式
10日 市職員表彰式
 市民パークゴルフ大会表彰式
11日  成田国際空港都市づくり推進会議

視察研修会（～16日）

POPランで抽選を行う小泉市長
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八
富
成
田
斎
場
は
、
成
田
市
・
八
街

市
・
富
里
市
で
管
理
運
営
さ
れ
て
い
ま

す
。
3
市
の
い
ず
れ
か
に
、
亡
く
な
っ

た
人
、
喪
主
、
施
主
が
住
民
登
録
ま
た

は
外
国
人
登
録
を
し
て
い
る
場
合
、
火

葬
料
金（
待
合
室
1
室
付
き
）が
無
料
と

な
り
ま
す
。

　

斎
場
で
は
通
夜
お
よ
び
告
別
式

を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す（
通
夜
に

限
っ
て
、
友
引
の
日
で
も
使
用
で
き

ま
す
）。
式
場
は
午
後
3
時
か
ら
翌

日
午
後
3
時
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
、

料
金
は
、
市
民
が
第
1
式
場
を
利
用

し
て
通
夜
・
告
別
式
を
行
っ
た
場
合
は

8
万
円
、
第
2
式
場
は
6
万
円（
待
合

室
・
式
場
控
室
の
使
用
料
は
除
く
）と
な

り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
の
施
設
の
料
金
は

表
の
通
り
で
す
。

　

市
民
を
対
象
と
し
た
、
霊
柩き

ゅ
う

車
と
祭

具
の
貸
し
出
し
も
行
っ
て
い
ま
す
。
霊

柩
車
は
、
市
内
の
自
宅
や
病
院
な
ど

か
ら
斎
場
ま
で
の
利
用
に
限
ら
れ
、
1

回
5
、
0
0
0
円
で
す
。
自
宅
葬
で
使

用
す
る
祭
具
は
、
1
級
祭
壇（
5
段
ま

た
は
4
段
、
約
8
畳
用
）が
1
日
2
、

0
0
0
円
。
2
級
祭
壇（
3
段
、
約
6

畳
用
）は
1
日
1
、2
0
0
円
で
、搬
入
・

設
置
・
搬
出
も
行
っ
て
い
ま
す
。

ペ
ッ
ト
の
火
葬
も

　
ペ
ッ
ト
火
葬
は
、
ペ
ッ
ト
火
葬
場（
八

富
成
田
斎
場
向
か
い
）で
行
っ
て
い
ま

す
。
火
葬
で
き
る
ペ
ッ
ト
は
、
犬
・
猫
・

猿
・
ウ
サ
ギ
な
ど
の
小
動
物
で
す
。
利

用
は
友
引
を
除
く
午
前
9
時
か
ら
午
後

3
時
ま
で
で
、
予
約
が
必
要
で
す
。
料

金
は
左
表
の
通
り
で
す
。

　

12
月
は
ト
イ
レ
の
く
み
取
り
依
頼
が

集
中
す
る
た
め
、
希
望
日
に
作
業
が
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
年
内
に
作

業
を
希
望
す
る
人
は
、
12
月
19
日（
金
）

ま
で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

22
日
以
降
の
申
し
込
み
は
、
年
明
け

の
作
業
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
早

め
の
連
絡
・
早
め
の
く
み
取
り
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課︵
☎
20
︲

1
5
3
1
︶へ
。

　

市
で
は
、
平
成
21
・
22
年
度
の
入
札

参
加
資
格
審
査
の
申
請
受
け
付
け
を
行

い
ま
す
。

　

市
の
発
注
す
る
工
事
、測
量
、設
計
、

物
品
購
入
な
ど
の
入
札
・
見
積
競
争
に

参
加
す
る
に
は
、
事
前
に
入
札
参
加
資

格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

今
回
の
申
請
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
よ
る
電
子
申
請
に
な
り
ま
す
。
く

わ
し
く
は
市
入
札
情
報
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://ebidhp.city.narita.chiba.
jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法
＝
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る

電
子
申
請（
添
付
資
料
は
別
途
郵
送
）

申
請
期
間
＝
12
月
1
日（
月
）〜
1
月
31

日（
土
） 

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
10

時

　

窓
口
受
付
や
郵
送
受
付
は
行
い
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
環
境
が
な
い
場
合

は
、
管
財
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課︵
☎
20
︲
1
5
1 

5
︶へ
。

年
末
は
込
み
合
う
の
で

早
め
に
申
し
込
み
を

ト
イ
レ
の
く
み
取
り

申
し
込
み
は

八
富
成
田
斎
場
へ

火
葬
・
式
場
の
利
用

平
成
21
・
22
年
度
分

申
請
受
け
付
け

入
札
参
加
資
格
審
査

　

火
葬
場
ま
で
来
ら
れ
な
い
人
の
た
め

に
、
ペ
ッ
ト
の
引
き
取
り
の
サ
ー
ビ
ス

も
行
っ
て
い
ま
す
。
利
用
で
き
る
の
は

市
民
の
み
で
、
引
き
取
り
料
金
は
1
件

当
た
り
1
、
0
5
0
円
で
す
。　

※ 

斎
場
お
よ
び
霊
柩
車
・
祭
具
の
予
約

申
し
込
み
は
、
八
富
成
田
斎
場︵
☎

23
︲
4
5
1
1
︶へ
。

作業日 予定地区 予定時間
12月 8日（月） 並木町（成瀬台・野沢台）地区 午後11時

～

翌午前5時
12月 9日（火） 並木町（成瀬台・ウルシ台）地区

12月10日（水） 並木町（ウルシ台）地区

※くわしくは市水道部工務課（☎22-0269）へ。

　市水道部では水質維持のため、次の通り水道水の排水作業を行います。
　予定地区では、一時的に減水・濁りなどが発生することもありますのでご了承くだ
さい。受水槽を使用している場合は、万一に備え適切な措置をお願いします。

12月の水道水の排水作業

八富成田斎場の使用料

区　分 単　位
料　金

市　民 市民以外

火　葬

大人 1体 無料 80,000円

子ども（12歳未満） 1体 無料 70,000円

死産児 1体 無料 50,000円
改葬遺骨 1個 無料 30,000円
四肢など 1個 無料 30,000円

式　場

第1
2時間 10,000円 30,000円
夜間＊ 20,000円 60,000円

第2
2時間 7,500円 22,500円
夜間＊ 15,000円 45,000円

第1・2
2時間 15,000円 45,000円
夜間＊ 30,000円 90,000円

待合室
基本料金（1室） 2時間 2,000円 6,000円
超過料金（1室） 1時間 1,000円 3,000円

式場控室
基本料金（1室） 2時間 2,000円 6,000円
超過料金（1室） 1時間 1,000円 3,000円

霊安室 1棺 1日 5,000円 15,000円

＊夜間とは午後 9 時から午前 9 時までです。

種別 料金

特大 30kg以上 5,250円

大 20kg以上 4,200円

中 20kg未満 3,150円

小 10kg未満 2,100円

ペットの火葬料金

※ペット霊園は、現在合同墓地の
み使用可能です。料金は永年
で3,150円ですので併せてご
利用ください。
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